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	登別市
	子育て世帯訪問支援事業
	家事・育児などに対して不安や負担を抱える、子育て家庭や妊婦のいる家庭を 支援員が訪問し、お話を聞いたり一緒に外出や家事をお手伝いします！
	利用できる方
	登別市に住民登録がある18歳未満のこどものいる家庭や妊婦のうち次に該当する家庭
	❍家事・育児に不安や負担を抱え支援が必要な家庭
	❍こどもが日常生活を送るために必要な家事等を保護者が十分に行えない家庭
	※市が支援の必要性を確認した上でご利用いただける事業となっております。 ※申請および支援計画の作成が必要です。


	利用のルール
	支援内容
	【育児支援】
	授乳、おむつ交換、沐浴介助、 家庭内での見守り、散歩など

	【家事支援】
	【利用料金】
	【利用時間】
	※1回2時間以内、1時間単位で利用
	9:00〜17:30

	【利用期間·回数】
	1時間　300円　(非課税世帯は無料)
	食事の準備、洗濯、掃除、買い物など
	概ね6か月間　(上限20回)

	利用方法
	①まずは、お電話などで 　ご相談·お問い合わせください
	③家庭訪問による事前調査　 　　(支援計画の作成)
	登別市片倉町6丁目9-1


	0143-85-0100
	child2@city.noboribetsu.lg.jp
	登別市 　こども家庭センター
	ご相談 お問い合わせ
	②申請
	④支援員の訪問




